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 機械器具 25 医療用鏡 
一般医療機器 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 38819001 

キタザト EDS カテーテル 
再使用禁止 

 
【禁忌・禁止】 

1. 再使用禁止 

2. 再滅菌禁止 

【形状・構造及び原理等】 
1.形状図 

      シャフト         T字管

        ガイドワイヤー 

2.原材料 

  
シャフト 12ナイロン 

 
3.滅菌方法 

放射線滅菌又はエチレンオキサイドガス滅菌 

 
【使用目的又は効果】 
本品は、内視鏡治療時に専用の内視鏡とともに使用する器

具で、人体の自然開口部を通じて薬用液の送入に用いる。 

本品は単回使用である。 
 
【使用方法等】 
1.使用前点検 

1) 本品は滅菌済みにつき再使用できない。 

2) 予め、使用する内視鏡の長さを測定してください。 

3) 滅菌パックの点検、本品の外観の点検、作動の点検を

してください。異常が認められたときには使用しない

でください。 

2.内視鏡への挿入 

1) 内視鏡チャンネル口に本品カテーテルを挿入します。 

2) 内視鏡先端部までカテーテルが到達したら、ガイドワ

イヤーを静かに抜きます。 

3) 内視鏡に送気装置を取り付ける場合にはＴ字管を固

定してください。 

4) コネクターにシリンジを取り付け、薬用液を静かに送

入します。 

5) カテーテルを静かに引き抜いてください。 

 
 

【使用上の注意】 
1.重要な基本的注意 
1) 使用前には必ず添付文書をお読みください。 

2) 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。 

3) 使用直前に開封してください。 

4) 滅菌袋が破損しているものや、製品に異常が認められ

るものに関しては使用しないでください。 

5) 本品は使用における手技に精通した術者が行ってく

ださい。 

6) 操作においては、無菌的におこない、細菌等に対する

予防措置は十分に行ってください。 

7) 本品に改造を施さないでください。 

2.使用上の重要な注意 

1) 内視鏡チャンネル径が 1.0ｍｍ以下の場合は使用しな

いでください。 

2) 内視鏡のチャンネルに汚れが付着しているとカテー

テルの挿入が困難な場合があります。 

必ず使用前に内視鏡の状態を確認してください。 

3.その他の注意 

1) 本品は放射線滅菌済みです。 

放射線滅菌による材質の変色が認められるときがご

ざいますが、品質には問題ございません。 

2) 再使用は禁止しております。 

 
*【保管方法及び有効期間等】 
1.貯蔵・保管方法 

水濡れに注意し、高温・多湿な場所及び直射日光を避け

て、清潔な状態で保管して下さい。 

2.有効期間・使用の期限 

   製品ラベルに使用期限を記載されています。 

  ご確認ください。 

 
【包装】 
個包装    10本入／箱 

 
**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者 株式会社北里コーポレーション 

〒416-0932 静岡県富士市柳島 100番地 10 

TEL:0545-65-7122 FAX:0545-65-7128 

    

製造業者 株式会社北里コーポレーション 

  

【お問い合わせ先】 

株式会社北里コーポレーション 

TEL:0120-457-454（フリーダイヤル） 

FAX:0120-111-471 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


